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(57)【要約】
【課題】作業員が現地に出向いて乾燥運転を実施しなく
ても停止中の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁を回復
させることができる水力発電機絶縁回復装置を提供する
。
【解決手段】水力発電機絶縁回復装置は、第１および第
２の水力発電機１1，１2の発電機界磁回路の絶縁低下を
検出するための第１および第２の界磁地絡継電器５1，
５2と、第１の水力発電機１1に設置された第１の排気ダ
クト２1と第２の水力発電機１2に設置された第２の排気
ダクト２2とを連通する箇所に設けられた絶縁回復用ダ
ンパー２０と、第２の界磁地絡継電器５2によって停止
中の第２の水力発電機１2の発電機界磁回路の絶縁低下
が検出されると絶縁回復用ダンパー２０を開いて、運転
中の第１の水力発電機１1によって温められた空気を第
２の水力発電機１2に供給するための絶縁回復用ダンパ
ー制御回路１０とを具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の水力発電機（１1，１2）のうち該第１の水力発電機が運転中であると
ともに該第２の水力発電機が停止中である場合に該第２の水力発電機の発電機界磁回路の
絶縁低下が生じた際に該第２の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁を回復するための水力
発電機絶縁回復装置であって、
　前記第１および第２の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁低下を検出するための絶縁低
下検出手段と、
　前記第１の水力発電機に設置された第１の排気ダクト（２1）と前記第２の水力発電機
に設置された第２の排気ダクト（２2）とを連通する箇所に設けられた絶縁回復用ダンパ
ー（２０）と、
　前記絶縁低下検出手段によって停止中の前記第２の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁
低下が検出されると前記絶縁回復用ダンパーを開いて、運転中の前記第１の水力発電機に
よって温められた空気を前記第１の排気ダクト、該絶縁回復用ダンパーおよび前記第２の
排気ダクトを通して該第２の水力発電機に供給するための絶縁回復用ダンパー制御回路（
１０）と、
を具備することを特徴とする、水力発電機絶縁回復装置。
【請求項２】
　前記絶縁低下検出手段が、
　運転中の前記第１の水力発電機の第１の界磁巻線（１a1）に第１の励磁電流（Ｉ1）を
供給するとともに停止中の前記第２の水力発電機の第２の界磁巻線（１a2）にも第２の励
磁電流（Ｉ2）を供給する発電機励磁回路（４’）と、
　前記第１の水力発電機の前記第１の界磁巻線に接続された第１の界磁地絡継電器（５1

）および前記第２の水力発電機の前記第２の界磁巻線に接続された第２の界磁地絡継電器
（５2）とを備え、
　前記絶縁回復用ダンパー制御回路が、前記第２の界磁地絡継電器によって停止中の前記
第２の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁低下が検出されると、前記絶縁回復用ダンパー
を開くための制御信号（ＶCON）を該絶縁回復用ダンパーに出力する、
ことを特徴とする、請求項１記載の水力発電機絶縁回復装置。
【請求項３】
　前記第１の界磁地絡継電器によって運転中の前記第１の水力発電機の発電機界磁回路の
絶縁低下が検出されても、前記絶縁回復用ダンパー制御回路が前記制御信号を前記絶縁回
復用ダンパーに出力しないことを特徴とする、請求項２記載の水力発電機絶縁回復装置。
【請求項４】
　前記第２の界磁地絡継電器によって停止中の前記第２の水力発電機の発電機界磁回路の
絶縁低下が検出されても、前記発電機励磁回路が該第２の水力発電機の前記第２の界磁巻
線に前記第２の励磁電流を供給し続けることを特徴とする、請求項２または３記載の水力
発電機絶縁回復装置。
【請求項５】
　前記第１の界磁地絡継電器によって運転中の前記第１の水力発電機の発電機界磁回路の
絶縁低下が検出されると、前記発電機励磁回路が該第１の水力発電機の前記第１の界磁巻
線への前記第１の励磁電流の供給を中止して、該第１の水力発電機を緊急停止させること
を特徴とする、請求項２乃至４いずれかに記載の水力発電機絶縁回復装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水力発電機絶縁回復装置に関し、特に、停止中の水力発電機の発電機界磁回
路の絶縁を回復するのに好適な水力発電機絶縁回復装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、運転中の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁が低下した場合には、水力発電機の
界磁巻線の正極側と接地との間に接続された界磁地絡継電器（たとえば、下記の特許文献
１参照）によって閉塞継電器を動作させることにより、水力発電機を停止させている。
【０００３】
　たとえば、図４に示すように第１および第２の水力発電機１1，１2のうち第１の水力発
電機１1（先行機）のみを運転している場合には、同図に実線の矢印で示すように発電機
励磁回路４から第１の水力発電機１1の第１の界磁巻線１a1に第１の励磁電流Ｉ1を供給し
ている。また、停止中の第２の水力発電機１2（後行機）の第２の界磁巻線１a2には同図
に波線の矢印で示すように発電機励磁回路４から第２の励磁電流Ｉ2を供給しないように
している。
　運転中の第１の水力発電機１1の発電機界磁回路の絶縁が低下した場合には、第１の界
磁巻線１a1の正極側と接地との間に接続された第１の界磁地絡継電器５1に整定値以上の
事故電流が入力されるため、第１の界磁地絡継電器５1が動作して第１の事故発生通知信
号Ｓ1を第１の閉塞継電器６1に出力する。
　第１の閉塞継電器６1は、第１の事故発生通知信号Ｓ1が第１の界磁地絡継電器５1から
入力されると、第１の水力発電機１1を停止するように指示する第１の停止指示信号を発
電機励磁回路４に出力する。
　発電機励磁回路４は、第１の停止指示信号が第１の閉塞継電器６1から入力されると、
第１の励磁電流Ｉ1の第１の界磁巻線１a1への供給を中止する。これにより、第１の水力
発電機１1は停止する。
【０００４】
　また、第１および第２の水力発電機１1，１2の運転に伴う発電機室内の高温化を防ぐた
めに、図５（ａ）,（ｂ）に示すように第１および第２の水力発電機１1，１2に第１およ
び第２の排気ダクト２1，２2をそれぞれ設置して、第１の水力発電機１1の運転中には第
１の排気ダクト２1内に設けられた第１の排気ダンパー３1を図５（ａ）に白抜きで示すよ
うに開いて第１の水力発電機１1によって温められた空気を発電機室外に排気し、第２の
水力発電機１2の運転中には第２の排気ダクト２2内に設けられた第２の排気ダンパー３2

を図５（ｂ）に白抜きで示すように開いて第２の水力発電機１2によって温められた空気
を発電機室外に排気している。
【０００５】
　なお、下記の特許文献２には、水車発電機の休止中に発電機風道の気密をより高めて発
電機風道内を乾燥空気の雰囲気に保つために、上部保護カバー上の吸気口にそれぞれ吸気
口閉止装置が設けられ、吸気口閉止装置が吸気口の開口部を塞ぐカバーと枢軸として働く
ヒンジと手で扱うための取っ手とからなり、水車発電機の休止中に各カバーを閉じてヒー
タで空気を加熱することにより発電機風道内を乾燥空気の雰囲気に保持するようにした水
車発電機の吸湿防止装置が開示されている。
　また、下記の特許文献３には、蒸気タービンがトリップしてもガスタービンをトリップ
させることなく連続してプラントを運転することのできるように、蒸気タービンの回転体
とガスタービンの回転体との間に回転体の切放しおよび結合を可能とする、かつ、動力伝
達装置制御装置によって制御される動力伝達装置が設けられているとともに、ガスタービ
ンの排気経路を切り換えるための排熱回収ボイラバイパスダクトおよびガスダンパーが配
設されており、ガスダンパーの動作がダンパー制御装置によって制御されるガスタービン
運転継続装置が開示されている。
【特許文献１】特開平１０－３８９５３号公報
【特許文献２】特開２００１－１６５０２８号公報
【特許文献３】特開平９－２１３０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように運転中の第１の水力発電機１1の発電機界磁回路の絶縁が低下した場合
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には第１の水力発電機１1を自動停止させることができるが、停止中の第２の水力発電機
１2が発電機室内の湿度の上昇によって吸湿し発電機界磁回路の絶縁低下が生じた場合に
は、第２の水力発電機１2の第２の界磁巻線１a2には発電機励磁回路４から第２の励磁電
流Ｉ2が供給されていないため、第２の界磁巻線１a2の正極側と接地との間に接続された
第２の界磁地絡継電器５2は動作しない（図４参照）。
　その結果、第２の水力発電機１2の運転開始時に第２の水力発電機１2の第２の界磁巻線
１a2に発電機励磁回路４から第２の励磁電流Ｉ2を供給して始めて、上述した第１の界磁
地絡継電器５1と同様にして第２の界磁地絡継電器５2が動作して第２の事故発生通知信号
Ｓ2を第２の閉塞継電器６2に出力し、第２の閉塞継電器６2が第２の水力発電機１2を停止
するように指示する第２の停止指示信号を発電機励磁回路４に出力する。これにより、発
電機励磁回路４が第２の励磁電流Ｉ2の第２の界磁巻線１a2への供給を中止して、第２の
水力発電機１2を停止する。
　また、このときに警報が発せられるので、作業員が現地に出向いて、第２の水力発電機
１2の発電機界磁回路の絶縁を回復させるための乾燥運転（無負荷無励磁運転）を実施し
ている。
【０００７】
　なお、停止中の第２の水力発電機１2の発電機界磁回路の絶縁低下を防止するために、
図６に示すように第１の排気ダクト２1と第２の排気ダクト２2とを連通させて、運転中の
第１の水力発電機１1によって温められた空気（高温で乾燥した空気）を第２の水力発電
機１2に供給して第２の水力発電機１2を常に乾燥させておくことも考えられる。
　しかし、この場合には、高温で乾燥した空気が発電機室内を循環して発電機室の室温が
上昇するため、第１および第２の水力発電機１1，１2の軸受けの温度が上昇して第１およ
び第２の水力発電機１1，１2の軸受けメタルが焼損したり第１および第２の水力発電機１

1，１2の寿命が低下したりするおそれがあるという問題がある。
【０００８】
　本発明の目的は、作業員が現地に出向いて乾燥運転を実施しなくても停止中の水力発電
機の発電機界磁回路の絶縁を回復させることができる水力発電機絶縁回復装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の水力発電機絶縁回復装置は、第１および第２の水力発電機（１1，１2）のうち
該第１の水力発電機が運転中であるとともに該第２の水力発電機が停止中である場合に該
第２の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁低下が生じた際に該第２の水力発電機の発電機
界磁回路の絶縁を回復するための水力発電機絶縁回復装置であって、前記第１および第２
の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁低下を検出するための絶縁低下検出手段と、前記第
１の水力発電機に設置された第１の排気ダクト（２1）と前記第２の水力発電機に設置さ
れた第２の排気ダクト（２2）とを連通する箇所に設けられた絶縁回復用ダンパー（２０
）と、前記絶縁低下検出手段によって停止中の前記第２の水力発電機の発電機界磁回路の
絶縁低下が検出されると前記絶縁回復用ダンパーを開いて、運転中の前記第１の水力発電
機によって温められた空気を前記第１の排気ダクト、該絶縁回復用ダンパーおよび前記第
２の排気ダクトを通して該第２の水力発電機に供給するための絶縁回復用ダンパー制御回
路（１０）とを具備することを特徴とする。
　ここで、前記絶縁低下検出手段が、運転中の前記第１の水力発電機の第１の界磁巻線（
１a1）に第１の励磁電流（Ｉ1）を供給するとともに停止中の前記第２の水力発電機の第
２の界磁巻線（１a2）にも第２の励磁電流（Ｉ2）を供給する発電機励磁回路（４’）と
、前記第１の水力発電機の前記第１の界磁巻線に接続された第１の界磁地絡継電器（５1

）および前記第２の水力発電機の前記第２の界磁巻線に接続された第２の界磁地絡継電器
（５2）とを備え、前記絶縁回復用ダンパー制御回路が、前記第２の界磁地絡継電器によ
って停止中の前記第２の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁低下が検出されると、前記絶
縁回復用ダンパーを開くための制御信号（ＶCON）を該絶縁回復用ダンパーに出力しても
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よい。
　前記第１の界磁地絡継電器によって運転中の前記第１の水力発電機の発電機界磁回路の
絶縁低下が検出されても、前記絶縁回復用ダンパー制御回路が前記制御信号を前記絶縁回
復用ダンパーに出力しなくてもよい。
　前記第２の界磁地絡継電器によって停止中の前記第２の水力発電機の発電機界磁回路の
絶縁低下が検出されても、前記発電機励磁回路が該第２の水力発電機の前記第２の界磁巻
線に前記第２の励磁電流を供給し続けてもよい。
　前記第１の界磁地絡継電器によって運転中の前記第１の水力発電機の発電機界磁回路の
絶縁低下が検出されると、前記発電機励磁回路が該第１の水力発電機の前記第１の界磁巻
線への前記第１の励磁電流の供給を中止して、該第１の水力発電機を緊急停止させてもよ
い。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の水力発電機絶縁回復装置は、停止中の第２の水力発電機の発電機界磁回路の絶
縁が低下しても運転中の第１の水力発電機によって温められた空気で第２の水力発電機を
乾燥させることができるので、作業員が現地に出向いて乾燥運転を実施しなくても停止中
の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁を回復させることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　上記の目的を、第１の水力発電機に設置された第１の排気ダクトと第２の水力発電機に
設置された第２の排気ダクトとを連通する箇所に絶縁回復用ダンパーを設け、停止中の第
２の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁低下が検出されると絶縁回復用ダンパーを開いて
運転中の第１の水力発電機によって温められた空気を第１の排気ダクト、絶縁回復用ダン
パーおよび第２の排気ダクトを通して第２の水力発電機に供給することにより実現した。
【実施例１】
【００１２】
　以下、本発明の水力発電機絶縁回復装置の実施例について図面を参照して説明する。
　本発明の水力発電機絶縁回復装置は、以下に示す２つの点を特徴とする。
（１）停止中の水力発電機の界磁巻線にも発電機励磁回路から励磁電流を供給しておき、
停止中の水力発電機の発電機界磁回路の絶縁低下を界磁地絡継電器によって監視できるよ
うにする。
（２）絶縁回復用ダンパーを介して２つの排気ダクトを連通させておき、停止中の水力発
電機の発電機界磁回路の絶縁低下が界磁地絡継電器によって検出されると、絶縁回復用ダ
ンパーを開くことにより、運転中の水力発電機によって温められた空気（高温で乾燥した
空気）を停止中の水力発電機に供給して停止中の水力発電機を乾燥させる。
【００１３】
　これを実現するため、本発明の一実施例による水力発電機絶縁回復装置は、図１に示す
絶縁回復用ダンパー制御回路１０と、図３（ａ），（ｂ）に示す絶縁回復用ダンパー２０
とを具備する。
　また、図１に示す発電機励磁回路４’は、以下に示す２つの点で図４に示した発電機励
磁回路４と相違する。
（１）第１および第２の水力発電機１1，１2が停止中でも第１および第２の励磁電流Ｉ1

，Ｉ2を第１および第２の界磁巻線１a1，１a2に供給する。なお、停止中の第１および第
２の水力発電機１1，１2の第１および第２の界磁巻線１a1，１a2に第１および第２の励磁
電流Ｉ1，Ｉ2を供給しても、第１および第２の水力発電機１1，１2が備える第１および第
２の水車（不図示）に水が流されない限り第１および第２の水力発電機１1，１2は発電し
ない。
（２）第１の運転中通知信号Ｔ1（第１の水力発電機１1が運転中であるとハイレベルの信
号）と第２の運転中通知信号Ｔ2（第２の水力発電機１2が運転中であるとハイレベルの信
号）とを絶縁回復用ダンパー制御回路１０に出力する。
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【００１４】
　絶縁回復用ダンパー２０は、図３（ａ），（ｂ）に示すように、第１の排気ダクト２1

と第２の排気ダクト２2とを連通する箇所に設けられており、絶縁回復用ダンパー制御回
路１０によって開閉制御される。
【００１５】
　絶縁回復用ダンパー制御回路１０は、停止中の第１の水力発電機１1に接続されている
第１の界磁地絡継電器５1から第１の事故発生通知信号Ｓ1が入力されると、絶縁回復用ダ
ンパー２０を開くための制御信号ＶCONを絶縁回復用ダンパー２０に出力するとともに、
停止中の第２の水力発電機１2に接続されている第２の界磁地絡継電器５2から第２の事故
発生通知信号Ｓ2が入力されると、絶縁回復用ダンパー２０を開くための制御信号ＶCONを
絶縁回復用ダンパー２０に出力する。
　このため、絶縁回復用ダンパー制御回路１０は、図２に示すように、第１の界磁地絡継
電器５1から入力される第１の事故発生通知信号Ｓ1と発電機励磁回路４’から入力される
第１の運転中通知信号Ｔ1の極性を反転した信号との論理積をとる第１の論理積回路１１1

と、第２の界磁地絡継電器５2から入力される第２の事故発生通知信号Ｓ2と発電機励磁回
路４’から入力される第２の運転中通知信号Ｔ2の極性を反転した信号との論理積をとる
第２の論理積回路１１2と、第１の論理積回路１１1の出力信号と第２の論理積回路１１2

の出力信号との論理和をとる論理和回路１２とを備える。ここで、制御信号ＶCONは論理
和回路１２から出力される。
【００１６】
　次に、第１の水力発電機１1が運転中で第２の水力発電機１2が停止中である場合に停止
中の第２の水力発電機１2の発電機界磁回路が絶縁低下したときの本実施例による水力発
電機絶縁回復装置の動作について説明する。
【００１７】
　第１および第２の水力発電機１1，１2の発電機界磁回路の絶縁が低下していない場合に
は、ロウレベルの第１および第２の事故発生通知信号Ｓ1，Ｓ2が第１および第２の界磁地
絡継電器５1，５2から絶縁回復用ダンパー制御回路１０に出力されているため、絶縁回復
用ダンパー制御回路１０の第１および第２の論理積回路１１1，１１2にはロウレベルの第
１および第２の事故発生通知信号Ｓ1，Ｓ2がそれぞれ入力されているので、第１および第
２の論理積回路１１1，１１2の出力信号は共にロウレベルとなっている。
　その結果、絶縁回復用ダンパー制御回路１０の論理和回路１２には第１および第２の論
理積回路１１1，１１2のロウレベルの出力信号が入力されているため、論理和回路１２か
ら絶縁回復用ダンパー２０に出力される制御信号ＶCONはロウレベルとなっているので、
絶縁回復用ダンパー２０は図３（ａ）に黒塗りで示すように閉じられている。
　なお、第１の水力発電機１1は運転中であるため、ハイレベルの第１の運転中通知信号
Ｔ1が発電機励磁回路４’から絶縁回復用ダンパー制御回路１０に出力されている。また
、第２の水力発電機１2は停止中であるため、ロウレベルの第２の運転中通知信号Ｔ2が発
電機励磁回路４’から絶縁回復用ダンパー制御回路１０に出力されている。
【００１８】
　このような状態で、停止中の第２の水力発電機１2の発電機界磁回路が絶縁低下すると
、第２の界磁巻線１a2の正極側と接地との間に接続された第２の界磁地絡継電器５2に整
定値以上の事故電流が入力されるために第２の界磁地絡継電器５2が動作して、ハイレベ
ルの第２の事故発生通知信号Ｓ2が第２の界磁地絡継電器５2から第２の閉塞継電器６2お
よび絶縁回復用ダンパー制御回路１０に出力される。
【００１９】
　第２の閉塞継電器６2は、ハイレベルの第２の事故発生通知信号Ｓ2が第２の界磁地絡継
電器５2から入力されると、第２の水力発電機１2を停止するように指示するハイレベルの
第２の停止指示信号を発電機励磁回路４’に出力する。しかし、発電機励磁回路４’は、
ハイレベルの第２の停止指示信号が第２の閉塞継電器６2から入力されても第２の励磁電
流Ｉ2を第２の界磁巻線１a2へ供給し続ける。
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【００２０】
　また、絶縁回復用ダンパー制御回路１０では、ハイレベルの第２の事故発生通知信号Ｓ

2が第２の界磁地絡継電器５2から入力されると、ハイレベルの第２の事故発生通知信号Ｓ

2とロウレベルの第２の運転中通知信号Ｔ2とが第２の論理積回路１１2に入力されるため
、第２の論理積回路１１2の出力信号はロウレベルからハイレベルとなる。
　その結果、絶縁回復用ダンパー制御回路１０の論理和回路１２には第２の論理積回路１
１2からハイレベルの出力信号が入力されるため、論理和回路１２から絶縁回復用ダンパ
ー２０に出力される制御信号ＶCONはロウレベルからハイレベルとなるので、絶縁回復用
ダンパー２０は図３（ｂ）に白抜きで示すように開かれる。
　これにより、運転中の第１の水力発電機１1によって温められた空気（高温で乾燥した
空気）が第１の排気ダクト２1，絶縁回復用ダンパー２０および第２の排気ダクト２2を通
って第２の水力発電機１2に供給されるため、第２の水力発電機１2が乾燥される。
【００２１】
　その後、第２の水力発電機１2の発電機界磁回路の絶縁状態が回復すると、第２の界磁
地絡継電器５2には整定値よりも小さい電流が入力されるために第２の界磁地絡継電器５2

は不動作となり、第２の事故発生通知信号Ｓ2はハイレベルからロウレベルとなる。
　その結果、絶縁回復用ダンパー制御回路１０の第２の論理積回路１１2に入力される第
２の事故発生通知信号Ｓ2はハイレベルからロウレベルとなるため、第２の論理積回路１
１2の出力信号はハイレベルからロウレベルとなる。
　これにより、絶縁回復用ダンパー制御回路１０の論理和回路１２に入力される第１およ
び第２の論理積回路１１1，１１2の出力信号は共にロウレベルとなるため、論理和回路１
２から絶縁回復用ダンパー２０に出力される制御信号ＶCONはハイレベルからロウレベル
となるので、絶縁回復用ダンパー２０は図３（ａ）に黒塗りで示すように閉じられる。
【００２２】
　なお、運転中の第１の水力発電機１1の発電機界磁回路が絶縁低下した場合には、第１
の界磁巻線１a1の正極側と接地との間に接続された第１の界磁地絡継電器５1に整定値以
上の事故電流が入力されるために第１の界磁地絡継電器５1が動作して、ハイレベルの第
１の事故発生通知信号Ｓ1が第１の界磁地絡継電器５1から第１の閉塞継電器６1および絶
縁回復用ダンパー制御回路１０に出力される。
【００２３】
　第１の閉塞継電器６1は、ハイレベルの第１の事故発生通知信号Ｓ1が第１の界磁地絡継
電器５1から入力されると、第１の水力発電機１1を停止するように指示するハイレベルの
第１の停止指示信号を発電機励磁回路４’に出力する。発電機励磁回路４’は、ハイレベ
ルの第１の停止指示信号が第１の閉塞継電器６1から入力されると、第１の励磁電流Ｉ1の
第１の界磁巻線１a1への供給を中止して、運転中の第１の水力発電機１1を緊急停止させ
る。
【００２４】
　第１の励磁電流Ｉ1の第１の界磁巻線１a1への供給が中止されると、第１の界磁地絡継
電器５1には整定値よりも小さい電流が入力されるために第１の界磁地絡継電器５1は不動
作となり、第１の事故発生通知信号Ｓ1はハイレベルからロウレベルとなる。また、運転
中の第１の水力発電機１1が緊急停止させられると、第１の運転中通知信号Ｔ1はハイレベ
ルからロウレベルとなる。
　その結果、絶縁回復用ダンパー制御回路１０の第１の論理積回路１１1に入力される第
１の運転中通知信号Ｔ1はハイレベルからロウレベルとなるが、第１の論理積回路１１1に
入力される第１の事故発生通知信号Ｓ1はハイレベルからロウレベルとなるため、第１の
論理積回路１１1の出力信号はロウレベルのままとなる。
　これにより、絶縁回復用ダンパー制御回路１０の論理和回路１２に入力される第１およ
び第２の論理積回路１１1，１１2の出力信号は共にロウレベルのままとなるため、論理和
回路１２から絶縁回復用ダンパー２０に出力される制御信号ＶCONはロウレベルのままと
なるので、絶縁回復用ダンパー２０は図３（ａ）に黒塗りで示すように閉じられたままと
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【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施例による水力発電機絶縁回復装置について説明するための図であ
る。
【図２】図１に示した絶縁回復用ダンパー制御回路１０の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例による水力発電機絶縁回復装置が具備する絶縁回復用ダンパー
２０について説明するための図であり、（ａ）は絶縁回復用ダンパー２０が閉じられてい
る状態を示す図であり、（ｂ）は絶縁回復用ダンパー２０が開かれている状態を示す図で
ある。
【図４】運転中の第１の水力発電機１1の発電機界磁回路の絶縁が低下した場合に第１の
水力発電機１1を自動停止させる従来の方法について説明するための図である。
【図５】第１および第２の水力発電機１1，１2の運転に伴う発電機室内の高温化を防ぐた
めに設けられている従来の第１および第２の排気ダクト２1，２2の構成を示す図である。
【図６】停止中の第２の水力発電機１2の発電機界磁回路の絶縁低下を防止するために第
１の排気ダクト２1と第２の排気ダクト２2とを連通させた状態を示す図である。
【符号の説明】
【００２６】
１1，１2　第１および第２の水力発電機
１a1，１a2　第１および第２の界磁巻線
２1，２2　第１および第２の排気ダクト
３1，３2　第１および第２の排気ダンパー
４、４’　発電機励磁回路
５1，５2　第１および第２の界磁地絡継電器
６1，６2　第１および第２の閉塞継電器
１０　絶縁回復用ダンパー制御回路
１１1，１１2　第１および第２の論理積回路
１２　論理和回路
２０　絶縁回復用ダンパー
Ｉ1，Ｉ2　第１および第２の励磁電流
Ｓ1，Ｓ2　第１および第２の事故発生通知信号
Ｔ1，Ｔ2　第１および第２の運転中通知信号
ＶCON　制御信号
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